
投票日 月 日㈰ 午前7時から午後8時まで82

（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。詳しくは区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください。）

・期日前投票期間　1月28日（水）～2月7日（土）　午前8時30分から午後8時まで
　仕事やレジャーなどで投票日に行けない方は、期日前投票ができます。
　急な総選挙の実施により、投票所入場券の発送の遅れが見込まれています。

・期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など
　※最高裁判所裁判官国民審査は2月1日（日）からです。

東京都第 29 区に属する区域
◎荒川区の全域
◎足立区の次の地域
伊興１丁目～５丁目、伊興本町１丁目、伊興本町２丁目、入谷１丁目～９丁目、入谷町、扇１丁目～３丁目、興野１丁目、興野２丁目、小台１丁目、小台２丁目、加賀１丁目、加賀２丁目、栗原３丁目、栗原４丁目、
江北１丁目～７丁目、古千谷１丁目、古千谷２丁目、古千谷本町１丁目～４丁目、皿沼１丁目～３丁目、鹿浜１丁目～８丁目、新田１丁目～３丁目、椿１丁目、椿２丁目、舎人１丁目～６丁目、舎人公園、舎人町、
西新井１丁目～７丁目、西新井栄町３丁目、西新井本町１丁目～５丁目、西伊興１丁目～４丁目、西伊興町、西竹の塚１丁目、西竹の塚２丁目、東伊興１丁目～４丁目、堀之内１丁目、堀之内２丁目、宮城１丁目、
宮城２丁目、本木１丁目、本木２丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、谷在家１丁目～谷在家３丁目

令和8年2月8日執行

衆議院（小選挙区選出）議員選挙公報（東京都第　区）
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（この選挙公報は、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第169条第３項の規定により、候補者から提出された原稿をそのまま製版の上掲載したものです。）
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